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第 1 章  超音波応用の概要 

 

 

1．1 超音波の概要と調査範囲 

 

 人間の可聴範囲は約 20Hz～20kHz であるが、超音波の定義は可聴範囲以上の高い周波数

に限らず、近年“聴くことを目的としない音波”と幅広く解釈されている。例えば、食品

粉末の乾燥などには1～10kHz の可聴周波数が用いられ一般に超音波乾燥といわれている。

油田の探知などに利用する周波数はダイナマイトを爆発させた 25Hz 以下の低周波である

が超音波深査といわれている。1） 

 動物の中にも超音波を出すものは多い。よく知られているのはコウモリ、イルカであろ

う。コウモリは 50～100kHz の超音波でロケーションを行なうし、イルカの中でもバンドー

イルカは 20～170kHz の超音波で海中での会話を行なっている。最近ではヤマネも繁殖など

大事な場面で超音波を駆使していることが判明しつつある。2）超音波を出す犬笛で犬に合

図を送ることもよく知られている。 

 超音波を工業的に利用しようとするきっかけは 1912 年のタイタニック号の氷山との衝

突、沈没であると言われている。丁度その頃、フランス人の P．ランジュバンにより水晶

を金属板でサンドイッチにして強力な超音波を発生させるランジュバン振動子が発明され、

真空管と組み合わされて水中探査に応用された。この探知機は第 1次世界大戦のドイツの

潜水艦を大いに悩ませたという。日本での研究は 1930 年代に始まる。第 2次世界大戦後の

食料不足を契機とした魚群探知機の開発から、1952年の日本無線による超音波診断装置の

開発へとつながる。3） 

 最近ではスペースシャトルでの新材料の実験装置にも超音波が活躍している。円筒の中

で 15kHz の超音波を共鳴させて音波の谷の部分で物体を押さえこんで空中に浮かせて保持

している。4） 

超音波応用機器の代表は、1960 年代の洗浄機、70年代の溶接機、そして現在の医療機器

へとつながる。次の時代のホープとしては、超音波顕微境、超音波モータなどが上げられ

ようが、この報告書ではこれら産業界を中心とした超音波機器については他でも十分に論

じられているので触れない。より市民生活に密着し、今後の生活に影響を及ぼすであろう

新しい超音波応用機器の事例及び可能性について第 2章以後で触れることとする。 

 

1．2 超音波の特徴 

 

 超音波の一般的な特徴は以下の 3点が上げられる。 

 

1） 伝搬媒質は気体、液体、固体が対象となる。（電磁波と光は真空か気体のみ） 

    気体と液体は縦波のみ、固体は縦波、横波、表面波が存在する。（図 1．2．1） 

    気体は減衰しやすく、液体、国体では効率よく伝搬する。 
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図 1．２．１5) 

 

2） 伝搬速度が遅いので波長は短かくなる。（音速＝波長×周波数） 

 同一周波数の電磁波と比べて波長は 5～6桁短かい。 

     幅の狭いパルスを放射できるので方向牲や距離分解能力が優れている。 

     媒質と音速、波長の関係の概略を下表に示す。 

 

媒質 音速（m／s） 媒質 周波数 波 長 

空気 

水 

鉄 

約 340  

約 1500  

約 5000  

 

空気 

人体 

金属 

可聴周波数 

1～15MHz 

100～500KHz 

20m～20mm 

1.5～0.1mm 

5～1mm 

 

3）小さい振動変位でも高い音庄と強いパワー密度をもっている。 
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 そして、超音波はその性質上物体の色や材質に影響されず、粉塵や煙や水滴に強いとい

う利点がある反面、温度や庄力の変化、空気の対流、金属音などのノイズに弱いという欠

点もある。 

 産業機器における主な使用周波数は以下の通りである。6） 

 

・超音波洗浄機    20kHz～200kHz，500kHz～1MHz 以上 

・超音波溶接機    50kHz～200kHz（1W～50W） 

・超音波加湿器     1MHz 程度 

・探傷器，厚み計   100kHz～10MHz 

・車両衝突予防装置   17kHz～19kHz 

・超音波顕微鏡    100MHz～ 1GHz 

 

 又、市民生活への利用という観点からみれば、放射線障害がなく電波法の規制を受けな

いことは大きな特徴である。電波が電波法にしばられて勝手に発射出来ないのに対し、超

音波が自由に発射できることは大変な利点といえる。 

 

1．3 超音波技術の応用分野 

 

 超音波は波動エネルギーであるが、伝播速度が遅く、反射しやすく、大きな音響エネル

ギーが伝送できるなど数々の特長がある上、害虫の駆除などにも利用されるなど応用範囲

が広い。応用分野の概要は表 1．3．1のようになろう。 

 

 

 

 

表 1．3．1 超音波の応用分野 7） 
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その具体的な応用製品としては表 1．3．2のように非常に多彩なものとなっている。 

 

 

 

表 1．3．2 超音波を応用した製品 7） 

 

 この表での応用製品の大半は既に確立した分野を築いているものである。更に、これら

を越えて新たに市民生活に有用な応用例の展開を考察するために、超音波で可能な事は何

か、超音波でどんなことが出来るのかをまとめておく。表 1．3．3にその一覧を示す。 

日常生活に係わる例が幅広く見られる。 
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表 1．3．3 超音波でこんな事が出来る！5） 
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